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■■ははじじめめにに  
  

景景観観計計画画策策定定のの背背景景とと目目的的  
  

近近年年のの景景観観にに対対すするる意意識識のの高高ままりりをを受受けけ、、国国はは平平成成１１５５年年７７月月にに「「美美ししいい国国づづくくりり

政政策策大大綱綱＊＊」」をを公公表表しし、、平平成成１１６６年年６６月月にに「「景景観観法法＊＊」」をを公公布布ししたた。。  

本本市市ににおおいいててもも、、平平成成１１６６年年６６月月にに竣竣工工ししたた新新発発田田城城三三階階櫓櫓、、辰辰巳巳櫓櫓のの復復元元ををききっっ

かかけけにに、、景景観観活活動動をを行行うう市市民民団団体体もも増増ええ、、活活動動ももよよりり活活発発化化ししててくくるるななどど、、景景観観にに対対

すするる市市民民のの関関心心がが高高ままっっててききたた。。  

ここののよよううなな背背景景をを受受けけ、、長長期期的的なな展展望望ににたたっってて市市民民みみんんなながが協協働働＊＊しし、、よよりり良良いい景景観観

形形成成をを推推進進すするるたためめのの基基本本計計画画がが必必要要ととななりり「「新新発発田田市市景景観観計計画画＊＊」」をを策策定定すするるももののでで

ああるる。。本本計計画画はは景景観観法法＊＊にに基基づづくくももののととしし、、本本市市固固有有のの歴歴史史、、文文化化、、自自然然等等にによよりり育育まま

れれたた新新発発田田ららししいい景景観観ををよよりり魅魅力力的的でで愛愛着着とと誇誇りりのの持持ててるるももののととししてて次次世世代代へへ継継承承すす

るるここととをを目目的的ととすするる。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

景景観観計計画画のの構構成成  
  
｢｢新新発発田田市市景景観観計計画画＊＊｣｣はは、、景景観観法法＊＊にに基基づづくく必必要要なな事事項項をを定定めめてておおりり、、以以下下のの構構成成とと

ななっってていいるる。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

新発田市景観計画＊の構成 内容 
景観法＊第８

条第２項によ

る必須事項 

新発田市の景観 

 

 

（第１章） 

・市全域の景観の特徴、景観形成に向けたコン

セプト及び方向性 

・景観の特徴からのゾーニング＊及び各ゾーン

の目指す方向性 

 

景観計画区域＊ 

（第２章） 
｢景観づくりのルール｣が適用される区域 ○ 

良好な景観形成に関する方針＊ 

（第３章） 

各エリアの景観の将来像及び目指すべき景観

形成の方向性 
○ 

行為の制限＊に関する事項 

 

 

（第３章） 

建物や工作物などについて、良好な景観をつく

るために必要なルール 

・建築物（工作物）の形態＊・意匠＊、色彩＊、

高さの制限  など 

○ 

景観重要建造物＊及び 

景観重要樹木＊の指定の方針 

（第４章） 

景観上特に重要な建築物や樹木の指定する際

の方針 
○ 

屋外広告物＊に関する事項 

（第５章） 

屋外広告物＊の表示や掲出に関するルールの基

本的事項 
 

景観重要公共施設＊に関する事項 

（第６章） 

景観上特に重要な公共施設の整備の基本方針

や占用許可等を行う際の配慮すべき事項 
 

 
  ※景観法＊第８条第２項による必須事項：景観法＊に基づく景観計画に記載が義務づけられている事項。 


